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住戸専用面積 ４０㎡以上の事例

【43.74 ㎡】

家賃補助制度
　函館市では、子育て世帯の街なかへの居住誘導を目的に

　新たに街なかの対象地区に転入してきた子育て世帯に対し

　家賃の一部を補助します

1 万５千円

月 々
最大で

※　最長１６年間　子供が中学校を卒業するまで

ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業

 ※平成２８年５月１０日以降に対象地区内に転居した世帯は

　 初めて子育て世帯となった年度の翌々年度の４月２０日

   までに申請

 ※申請期限は表１をご参照ください。

①  対象地区内に転入した日の属する年度の翌々年度の４月２０日

　  までに申請した世帯

補助を受けられる世帯の要件は？補助を受けられる世帯の要件は？

補助対象となる賃貸住宅の要件は？補助対象となる賃貸住宅の要件は？

もらえる補助金の額は？もらえる補助金の額は？

中学校卒業前の子と同居する

世帯で、その子を扶養する者が

その子の親・兄弟姉妹・伯叔

父母である世帯をいいます。

① 民間の賃貸住宅で、居住用として賃貸借契約を締結

　 （特定公共賃貸住宅は補助対象）

家賃（管理費、共益費、駐車場使用料は除く）から

勤務先で支給される住宅手当を差し引いて、３万円

を超えた分を補助。 ただし、上限は１万５千円 / 月

子育て世帯とは

令和９年３月１ 日まで随時受付

子 育 て 世 帯 限 定  

【問合せ先】
函館市 都市建設部 住宅課　（市役所３階）　電話：２１－３３８５

メール：jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp　

U R L ：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020500059/

制度の詳細は住宅課にお問合せください。

②　対象地区に転入する前、対象地区外に１年以上居住

③　世帯所得の合計が、月額３１万 3 千円以下

④　生活保護法の住宅扶助や他の公的家賃補助を受けていない

⑤　本市の市税の滞納がない　⑥　暴力団員でない

令 和 ８ 年 度

② 昭和５６年６月１日以降に着工したもの

　 もしくは、現行の耐震基準に適合したもの

③ 住戸専用面積が４０㎡以上かつ、入居者数に応じた

　 面積を有している

④ 入居者または入居者の３親等以内の親族が所有者ま

　 たは貸主でない住宅

起算日
(対象地区内への転入日

もしくは
子育て世帯となった日)

申請期限

R6.3.31以前 期限切れ

R6.4.1～R7.3.31の間 R8.4.20

R7.4.1～R8.3.31の間 R9.4.20

… …

［表１]



借上市営住宅制度

入舟町
弁天町

船見町

弥生町 大町

元町

青柳町

谷地頭町

住吉町

宝来町

東川町

末広町
豊川町

大手町

若松町

海岸町

万代町

亀田町

大川町

八幡町

宮前町

松川町

大縄町

栄町

旭町

東雲町

松風町

大森町

千歳町

新川町

上新川町

中島町

宇賀浦町

高盛町

堀川町

日乃出町
金堀町

的場町

千代台町

梁川町

白鳥町

田家町

五稜郭町 柳町

柏木町松陰町

杉並町
本町

時任町
人見町

乃木町

・補助の対象は、その月の２０日まで

に補助申請手続きをされた場合、そ

の月分から。２１日以降は翌月分か

ら補助の対象となります。

・補助金は、支払い済みの家賃に対し、   

交付開始から９月分までを１１月に

１０月分から翌年３月分までを５月

に、申請者の指定した口座に振り込

みます。

　子育て世帯支援としてヤングファミリー住まいりんぐ支援事業の他に、市が期限付きで借り上げた民

間賃貸住宅を市営住宅とし、公募により子育て世帯向けに一部を優先供給しています。

〇募集時期：４月、６月、８月、１０月、１２月、２月の第１週目または第２週目の月曜～金曜

　※市政はこだて、（一財）函館市住宅都市施設公社のホームページに掲載

〇申込要件：世帯の合計所得額 158,000 円以下（小学校就学前の子がいる場合、214,000 円以下）ほか

　※控除額やその他の要件がありますので、詳細は下記にお問い合わせください。

〇間取り ：2DK、2LDK、3LDK

〇家　賃 ：20,800 ～ 59,200 円／月　※Ｒ８年度

〇お問い合わせ先：（一財）函館市住宅都市施設公社

　　　　　　　　　住所　函館市花園町２４番２号     電話　３０－３１２２

　　　　　　借上市営住宅についてはこちら　　　　市営住宅についてはこちら

函館山

※　控除額は、同居親族１人つき３８万円のほか、老人扶養など所得税法で規定されている控除があります。

                                                                                                                                                        詳細は住宅課までお尋ねください。

所得月額 ＝ （ 年間所得額（給与所得控除後の金額）ー 控除額 　）÷１２

◎ 給与所得者の場合

収入のある方が世帯に２人以上いる場合は、別々に所得を求めてから合算します。

また、お一人で２種類以上の収入がある場合も、収入の種類ごとに所得計算をし、合算します。

【所得の考え方】

下図の５１町が補助対象地区です。補助対象地区は？補助対象地区は？ 注意事項注意事項

詳しくは

　こちら


